
【田中地区】 当日質問記録 ７月２日（火）

１ 市政運営に対する質問

２ 平成 30年度進捗状況の回答に対する質問
なし

３ 令和元年度事前通告の回答に対する質問

意見・要望等 回答(内容) 回答者

市政運営につ

いて 湯の丸プールの計画について、来年度以降の計画

を市民に分かるように説明してほしい

プールに関しては、時を捉えて説明をさえせ

て頂いております。ご意見を踏まえ、分かり辛

かった点を検討のうえ、資料提供をさせて頂き

ます。

企画振興部長

意見・要望等 回答(内容) 回答者

事前 通告 １

（１）「グリー

ンゾーン整備

について」

グリーンゾーンが無い区間は、児童は右側・左側

どちらを通るべきか。

原則、右側でお願いします。また、道路の状

況もあるため、現場確認をさせて頂き、担当課、

地元区とも協議のうえ対応させて頂きます。

市民生活部長

事前 通告 １

（１）「グリー

ンゾーン整備

について」

子供達でも足が出るほど狭い箇所があるが、グリ

ーンゾーンの幅は決まっているのか。

道的には幅員 4m、白線 15㎝、路肩 60㎝で
4.75mが基準となりますが、4.75mある道は
なかなか無く、狭い道は狭いなりに引かせて頂

くということで計画的に実施させて頂いてお

ります。

都市整備部長



事前 通告 １

（５）「交差点

への信号機設

置について」

信号機設置の要望についての今後の見通しをお

聞きしたい。また、現実問題として、横断歩道を渡

っている子どもたちがいても止まらない車が非常

に多い。早急に抜本的な対策を取る必要があると思

われる。

信号機設置については、早い段階で上田警察

署と立ち合いを行っていく必要があると思っ

おります。県の公安委員会においては、１カ所

見て判断するのではなく、全体の交通網の中で

確認されると聞いておりますので、まずは警察

の方に、地元からこのような要望があがってい

ることもお伝えしたうえで対応していきたい

と思います。

市民生活部長

事前 通告 ３

「空き家対策

について」

空き家対策はいつ対応して頂けるのか。

旧ホテルの関係は、去年トタンが舞って危険

とのお話があり、管理者と話をして撤去しても

らっております。引続き管理者と協議をしてい

きたいと考えます。

通学道路途中の廃屋の件については、所有者

と連絡が取れており、改善をしていきたいと意

向があるため、引き続きお願いをして早いうち

に対応をして頂きたいと考えております。

都市整備部長

事前 通告 ５

（２）「高齢化

に伴う役員に

ついて」
隣組長は非常に仕事量が多い。配布物・集金の方

法を効率よくできるよう整理して頂き、お年寄りで

も区の役員として活躍できる仕組みを作ってほし

い。

区、支区において配布物を行う際の方法は、

これまで頂いた意見を踏まえ、現在のような手

法になっており、根本的に現在の配布方法を見

直すのであれば、全地区の区長会長と協議をし

見直しを行う必要があります。現時点では、こ

れまで積み上げた、結論、意見の中で現在の手

法になっていることをご理解頂きたいと思い

ます。効率的な配布方法については、現状確認

のうえ検討させて頂きたいと考えます。

企画振興部長



事前 通告 ５

（６）「歩道と

車道の間に赤

白ポールにつ

いて」

歩道と車道の間に赤白ポールをつけてもらった

が、丈が短く機能していない箇所がある。

あまり長いものだと脆くなる可能性があり

ますので、様子を見させて頂き、問題があるよ

うであれば対応したいと考えます。

都市整備部長

事前 通告 ６

「 AED 設置
について」

身近に何か起こった時に AEDを取りに行き、戻
るまで命をつなぐ方策を考えて頂きたい。雑誌記事

のコピーをお渡ししたが、心停止の 7割が住宅で起
こるとあり、出先ではあまり起こらない。出先で起

こるというということを想定する根拠にはならな

いのでは。また、民間施設のどこで設置されている

のか情報が欲しい。一般的な方も含めて訓練が必要

では。

記事のコピーを頂きました。心臓マッサージ

は練習をしてやらないと体に負担がかかてし

まうということもあります。市の方では消防署

の方でやっている AED、普通マッサージの講
習を捉え、区民の皆様で受講して頂ければと思

います。今回の情報につきましては、消防署の

方へ提供させて頂きます。

AED設置個所については、人が集まる場所
は可能性が高いということで設置しておりま

す。民間施設の設置個所は市で把握はしており

ませんが、目に付くところに設置されていると

思いますので、日ごろから把握しておいて頂け

ればと思います

総務部長



４ 自由意見

意見・要望等 回答(内容) 回答者

会議の開催時

間について

本日の会議の出席者を見回すと、平均年齢 60歳
後半となってしまっている。若い人達が来れる時間

でないため、市の関係する会合等の開催時間につい

て考えて頂きたい。

区長会の皆様、地域づくりの皆様に時間等相

談させて頂き、協働で実施させて頂いているた

め、今後の開催時間のあり方につきましては、

皆様のご意向も踏まえ検討させて頂きたいと

考えます。

若い皆様に参加頂く方策としては、市長と若

い皆様と懇談の場をどのように設けるか考え

ております。地域に参加して頂ける場をつくっ

ていきたいと考えております

企画振興部長

雨水排水対策

について
常田の雨水排水対策を早期実施してほしい。

常田の雨水排水対策について、今年度で幹線

が完了し、支線は令和 4年に完了予定です。そ
れ以降の整備につきましては、これらの整備の

完了後に検討していきます。

都市整備部長

緑の羽募金に

ついて
緑の羽募金の関係について、知らない間に区長か

ら支区長、隣組長へ依頼したかたちになっている。

文書管理の規定はどうなっているか。

緑の募金依頼文について、詳細を確認のうえ

ご連絡させて頂きます。
産業経済部長

市で発行する文章は市長名で発行するのが

基本となります。今回どのような文章が出てい

るか確認させて頂きたいと思います。

総務部長

木質バイオマ

ス発電につい

て
木質バイオマス発電所について、稼働した際に公

害はないと伺った。このことを市民に広報等により

知らせてほしい。

法令に基づく各種申請、環境をよくする条例

に基づく開発届、特定事業の届出を受け、条例

に規定の協定を事業者と結んでいます。協定が

守られているか確認していく中で、皆様の不安

を払拭していきたいと考えます。

市民生活部長



田中地区への説明会はあったのか。

平成 27年 1月に、羽毛山区、田中区、下八
重原区の 3区長へ事業計画の概要説明、平成
30年 10月下旬に羽毛山区全戸へ企業の進出
概要を回覧、平成 30年 11月に北御牧・田中
地区の全区長へ企業の進出概要の情報提供の

通知を差し上げております。加沢・常田・田中

区については訪問して通知をお渡しし、ご説明

をさせて頂いております。

市民生活部長

赤い羽根募金

等の実施方法

について

赤い羽募金等について、趣旨が明らかにされない

まま当然のように協力依頼が来ている。使途を明ら

かにし、気持ちで募金が頂けるようにすれば、より

募金が集まるのでは。

赤い羽根募金の実施については社会福祉協

議会が窓口で実施しておりますので、ご意見を

社会福祉協議会へお伝えさせて頂きます。

健康福祉部長

子供達の給食

費等への補助

について

子供達の給食費、制服、運動着、上履き等に補助

を考えていただいているか。

就学援助費という、世帯収入が一定以下の方

に支援を行う制度はありますが、全世帯に対す

る補助は現在検討はしておりません。

教育次長



【北御牧地区】 当日質問記録 ７月４日（木）

１ 市政運営に対する質問

なし

２ 平成 30年度進捗状況の回答に対する質問
なし

３ 令和元年度事前通告の回答に対する質問

意見・要望等 回答(内容) 回答者

事前 通告 １

（２）「通学用

歩道の設置に

ついて」 通学用の歩道の設置をお願いしたい。

回答書のとおり、上田建設事務所と現地確認

させて頂きながら、設置に向けて検討させて頂

きます。歩道設置となりますと、用地、予算の

関係がありますので、県の方にも計画的に進め

て頂くようにお伝えしながら、県と対応してい

きたいと考えますので、よろしくお願いいたし

ます。

都市整備部長

事前 通告 ３

「災害時の対

応について」 東御市地域防災計画の中に避難所設置の判断基

準等があり、それを参考に巡視と状況報告がされ、

それ以降に気象状況等を踏まえ総合的に判断する

とある。心配されるのは判断の遅れで、巡視等を待

っているようでは、区民が災害に合う可能性が高く

なる。災害があってからでは遅いと思うがどうか。

避難所の開設につきましては、地域防災計画

に定められており、避難所開設についての判断

マニュアルというものも市の方で整備させて

頂いております。台風、大雨といった気象によ

る災害の場合、気象庁からの想定の雨量、長野

地方気象台からの情報提供等を注視しながら、

注意報、警報がありましたら、マニュアルに沿

い、市長のもと開設の決定をしていく流れにな

っております。また、地震に伴うもの等、急な

災害の場合は、市長をはじめ職員がすぐ登庁

総務部長



し、マニュアルにそって対応することになって

おります。

事前 通告 ３

「災害時の対

応について」

全ての公民館の災害強度が保たれているとある

が、地区のものか区のものか？

公民館の耐震強度について確認させて頂い

たところ、北御牧地区の公民館施設で耐震強度

について確認できていない公民館が１カ所ご

ざいました。これは島川原の公民館（正式名：

島川原農業生活改善施設）で、こちらにつきま

しては、区からの長期計画の中で耐震補強のご

要望を頂いておりますので、今後対応していく

予定です。

総務部長

事前 通告 ３

「災害時の対

応について」
既存の放送設備を改修すれば、各地区ごとに状況

を知らせたり、細かな指示が出せる。改修を検討頂

きたい。

現在、配布しているラジオは、EWSという
信号を市とラジオ局から発信した場合に自動

的にスイッチが入る機能が付いています。今は

技術が進み、信号によって各地区で限定して情

報を発信するということは可能になっていま

すが、Comfisという方式の機械に全て変えな
ければならなず、相当のお金もかかることか

ら、数年かけての検討となっております。

企画振興部長

事前 通告 ６

「農地維持の

ための集約に

ついて」

土地の合意形成が必要で、その後に市として相談

に乗るといった回答だが、それでは遅すぎると思

う。その地域に年をとり土地を手放したいという人

がどれくらいいるか、どのように土地を形成してい

けばよいか等、市の方で地域をこうして作り上げて

いこうという計画はないか。地域で話し合いをして

持っていくのはなかなか難しいと思う。

農地等には所有者がいることから、そちらの

意向も尊重する必要がございます。市としまし

ては、皆さんの要望に対しまして、ご支援、補

助をさせて頂く方向で考えております。また、

ご相談をして頂く時期につきまして、回答書で

は機運が高まりましたらと回答しております

が、事前の段階でもご相談頂ければ、いい活用

産業経済部長



４ 自由意見

方法を考えさせて頂ければと思います。

意見・要望等 回答(内容) 回答者

道路拡幅につ

いて

宮代大橋から島川原へ通じる県道 166号線の幅
員が狭く、センターラインがとれない状態。朝渋滞

する中、幅員が狭いと通学路も含め、通行の支障と

なる。北御牧地区の南の玄関、交通の要として、一

日も早く道路改良をしてほしい。

同様の箇所は市内に複数あり、北御牧には丸

子北御牧東武線があります。その沿線の地区の

皆さん、議員さんとで道路の期成同盟会をつく

って頂き、一緒になって県の方にどのように直

して頂くかといった研究をしています。そのよ

うに取り組みますと、地域の方の要望を踏ま

え、県の方の研究も早くして頂けるため、地域

で期成同盟会をつくって頂くことも、ご検討頂

ければと思います。

都市整備部長

木質バイオマ

ス発電所の市

民説明会の開

催について 木質バイオマス発電所の建設がかなり進んでい

るようだが、市民への説明は開いて頂けないか？

国の FITという厳しい審査があり、そうい
ったなかで東信地域の森林組合と協定を結び

間伐材等を集め、買い取り森林整備とバイオマ

ス発電をされるということで、関係する区への

説明会は終了しております。国の認定が受けら

れており、土地を売却して工事が進んでおりま

すので、市民向けの説明会は考えておりませ

ん。ご質問を頂ければ回答させて頂きます。

市長

木質バイオマ

ス発電所の市

民説明会の開

軽井沢は放射能に汚染している地域がある。説明

会を是非お願いしたい。

現時点では軽井沢は国が指定している汚染

している地域という認識はございません。
市長



催について 県によると、森林内おける立木の放射性セシ

ウム含有量を検査した実績は、県内にないとい

うことです。県内の森林から切り出された薪に

含まれる含有量につきましては、検査によって

基準値以下であることが確かめられ、平成 24
年にその安全性が公表されてます。

また、県内７カ所で常時観測されている、空

間の放射線量も、福島第一原子力発電所事故前

と同レベルであり、安全であるとお聞きしてい

るところであります。これらの状況から、建設

中の木質バイオマス発電所につきましては、東

信管内の森林組合から木材提供がされること

から、放射性セシウムの汚染は起こらないとい

うことで確認しているところであります。

ご質問等があれば、生活環境課環境対策係ま

でお問い合わせ頂ければと思います。

市民生活部長

中学校のプー

ルについて
中学校のプールの授業では、今年からケアポート

のプールに通っているが、学校のプールは直さない

のか。

プールにつきましては、基本的には改修せ

ず、ケアポートのプールを使っていきたいと考

えております。

教育次長



【祢津地区】 当日質問記録 ７月８日（月）

１ 市政運営に対する質問

２ 平成 30年度進捗状況の回答に対する質問
なし

３ 令和元年度事前通告の回答に対する質問

意見・要望等 回答(内容) 回答者

回復期リハ

ビリ医療の充

実について

地域医療の充実の一環として是非実現をしてほ

しい。

医療従事者の皆様からのご理解も頂きなが

ら進めるということもあります。今後動きがあ

れば情報提供をさせて頂くところですが、現在

はまだ検討段階となります。

市民病院事務長

意見・要望等 回答(内容) 回答者

事前 通告 １

（１）「御堂の

土砂流出につ

いて」

土砂で大変難儀している。昨年 7月に災害があ
り、水路の土砂を除くのになけなしのお金を使って

しまった。これから台風が来るがお金もなく、どう

すればいいかという状態になっていることを御認

識しておいて頂きたい。

水利組合の皆様が土砂で苦労されているこ

とはお聞きしております。どんな支援ができる

か検討しているところですが、状況を見なが

ら、お手伝いさせて頂ければと考えておりま

す。

産業経済部長

事前 通告 １

（１）「御堂の

土砂流出につ

いて」

求め川の川底の掃除をして頂き、みんな喜んでい

る。一級河川のため市へ言うことではないが、是非

継続してできるようにしてほしい。

現地を確認させて頂き、県へ要望していきた

いと考えております。
産業経済部長



事前 通告 １

（１）「御堂の

土砂流出につ

いて」

現場の様子を見てきたところ、一部道路が舗装さ

れておらず、勾配が急なところは土砂が流れた跡が

あり、かなり掘れている。現場を見て頂き、簡易舗

装等の対応をして頂ければありがたい。

現場を確認し、県へ相談したいと考えます。 産業経済部長

事前 通告 ２

（２）「山林を

有効活用して

いる事例につ

いて」

木質バイオマス発電事業者のホームページを見

たところ、松くい虫被害材を燃料として有効利用と

書いてあった。生活環境課に聞いたところ、薬剤を

入れた材は使用できないと聞いたが、松くい虫被外

材は使わないのか？

薬剤を注入した材は使いません。 市民生活部長

事前 通告 ２

（２）「山林を

有効活用して

いる事例につ

いて」

有効活用とあるが、建築資材として使われるの

か？それともバイオマス発電の燃料として使われ

るのか？

建築資材として使用します。直接建築材に使

えない部分に関しては、このバイオマス発電で

利用することは可能ですので、そのような活用

も可能と考えます。

産業経済部長

事前 通告 ２

（２）「山林を

有効活用して

いる事例につ

いて」

市全体で持っている森林財産がどれくらいかと、

どのように使える可能性があるのかお示し頂きた

い。

発電の材料となる木材供給量の内訳として

持っている数値をお話ししたいと思います。

信州上小森林組合から年間 10,000ｔ、佐久
管内の森林組合から 6,920ｔ、その他東信管内
の林業事業体から年間 15,080ｔ、合計年間
32,000ｔの木材が安定供給されることになっ
ています。

市民生活部長



事前 通告 ２

「北山一帯の

松くい虫対策

について」

公民館から見ても、松くい虫がだいぶ一掃された

と思うが、常に注視しながら今後とも対応をお願い

したい。

できる限りの支援を考えていきたいと思い

ます。
産業経済部長

事前 通告 ２

「北山一帯の

松くい虫対策

について」

国・県の方は、森林税をはじめとした様々な業務

構想が出て、具体化しつつあるとのことなので、市

の方も遅れず、山々から安心して、おいしい水と空

気、材木が供給できるようにしてほしい。

できる限りの支援を考えていきたいと思い

ます。
産業経済部長

事前 通告 ３

「空家と荒廃

農地対策につ

いて 」

市道に倒れそうな空き家があり、周辺住民が心配

している。あまり対応が長引くようなら、先に危険

除去の対応をお願いしたい。

市の方でも把握しており、所有者の方とは何

度か連絡をとり対応のお願いをしております。

再度連絡を取り協議をしていきたいと考え

ます。

都市整備部長

事前 通告 ４

「有害外来植

物対策につい

て」 個人の土地にゴミが集積されている土地がある

が、どのように対処したらよいか

市の環境をよくする条例で、自分の所有地に

ついては人に迷惑をかけないように、きれいに

すると義務付けられています。市へご連絡を頂

いた場合、職員が現場確認を行い、不法投棄と

思われる場合は、相応の対応させて頂くことと

なっております。気が付けば、生活環境課の環

境対策係にご相談頂ければと思います。

市民生活部長



４ 自由意見

事前 通告 ４

「有害外来植

物対策につい

て」
外来植物のオオキンケイギクが個人の住宅敷地

内にわざと残しているところがあるが、どのように

対処したらよいか。

個人のお宅であまりにも繁茂して、区の方か

ら言い辛いということがあればご相談いただ

ければと思います。また、街をきれいにする月

間の説明会の中で毎年分布図をお配りしてお

り、区長さんにご協力をお願いしております

が、こちらに書いて頂ければその方でも情報と

して取得することができます。

市民生活部長

事前 通告 ４

「有害外来植

物対策につい

て」

有害外来植物の見分けがつかないため、共通認識

を持てるよう啓蒙して頂き、包囲網づくりをお願い

したい。

可能なところから市民協働で取り組ませて

頂くとともに、頂いたご意見も踏まえ、担当者

ともよく検討していきたいと考えます。

市民生活部長

意見・要望等 回答(内容) 回答者

市史の制作に

ついて 平成 5年に東部町の町史を作って頂いたが、歴史
や自然等の情報があり非常に参考になった。発行後

30年近く経つので、新しい市史の作成を検討頂き
たい。

これまで検討したことはありませんでした

ので、今後検討いたします。
企画振興部長



市民と共に計

画をつくるこ

とについて
市民と共に計画を作るようにしてほしい。今期は

第 2期まち・ひと・しごと創生総合戦略の改訂とい
うことで、今パブリックコメントを行っているとの

ことだが、そういった努力や、これからワークショ

ップといったもの、来年から皆さんから質問が出る

ような環境づくりを是非ともして頂きたい。

現在、市民会議といった場がございますの

で、そのような場や、パブリックコメントでご

意見を頂ければと思います。

また、途中で若い皆様のご意見を伺うという

ような場もつくっていきたいと考えており、頂

いたご意見をまとめたうえで、再度パブリック

コメントを実施していく予定ですので、よろし

くお願いいたします。

企画振興部長



【和地区】 当日質問記録 ７月 10日（水）

１ 市政運営に対する質問

２ 平成 30年度進捗状況の回答に対する質問

３ 令和元年度事前通告の回答に対する質問

意見・要望等 回答(内容) 回答者

湯の丸プール

について
湯の丸プールについて住民負担がないか。

配布しております資料の表のとおり、寄附

金、ネーミングライツ等を充て建設、運営をし

ていき、市の税金等を一般財源という形で充て

ることは予定しておりません。

企画振興部長

意見・要望等 回答(内容) 回答者

２「少子高齢

化社会につい

て」
免許証の自主返納の状況は？

平成 27年が 31件、平成 28年で 53件、平
成 29年で 44件、平成 30年で 61件と、増加
傾向にあるということを把握しております。

市民生活部長

レッツ号の利用状況の改善のために、どのような

取り組みを考えているか

検討中の案ですが、現在、回数券が 11枚で
3,000円となっているものを、10月から負担
を抑えるような方向での見直しを考えており

ます。

産業経済部長

意見・要望等 回答(内容) 回答者

事前 通告 １

「和児童館の

移設 につ い

て」

利用者の増加に伴い車の出入りが激しくなるこ

とが予想されることから、移設にあたっては駐車場

確保に配慮して頂きたい。

充分に配慮して進めていきたいと考えます。 教育次長



４ 自由意見

事前 通告 ２

「高齢者や障

がい者の安心

安全対策につ

いて」

海善寺北区では、平成 28年度に一人暮らしの高
齢者の方等のために「あんしん情報キット」が必要

ではないかと市へ導入の提案をしたが、遠慮された

ため区で導入した。地域だけではなく全市で取り組

んでほしい。

今後も全市で取り組みができるように、和地

域の取組について紹介していくような方向で

検討していければと考えます。

総務部長

事前 通告 ４

「空き家安全

対策 につ い

て」

空き家対策について、特定空き家として指導した

３件の反応はどういった状況か

１軒目は所有者が亡くなっており、相続する

人もいないため、今後、空き家対策等協議会に

かけ代執行等を検討していきたいと考えてお

ります。

２件目は所有者がおり、危ないところは解体

していきたいという意向があるため、所有者と

協議をしながら調整をしております。

３件目は県外所有者であり、解体するための

まとまった費用がないということで、対応につ

いて協議を進めております。

都市整備部長

意見・要望等 回答(内容) 回答者

和記念館の改

修について
和記念館の在り方を検討しているが、床、カーテ

ンがだいぶ痛んでおり修繕の必要がある。全体の改

修についてもご検討頂きたい。

整備の様子等について、担当者から具体的に

は聞いておりませんので、整理しながら可能な

範囲で対応を検討していきたいと考えており

ます。

教育次長



資料館の建設

について

和記念館の中に保管されている農機具を移す資

料館の建設を検討頂きたい。

北御牧の郷土資料館にも同じようなものが

あり、文化財審議委員の方に見てもらい、廃棄

するもの、残すものと整理して頂いたことがあ

ります。和記念館のものについても、同じよう

に整理することができるのではないかと考え

ます。

教育次長

通学路の安全

確保について
運輸業者の駐車場が野積みの石垣の上にあり、重

量のある大型トラックのタイヤが石垣にかかって

いる。その下にグリーンゾーンがあるため危険性を

感じる。至急、現場を見て頂き、子どもたちの通学

路の安全確保をしてほしい

早急に現場を確認し、教育委員会、学校関係

者とも相談させて頂き、対応をさせて頂きたい

考えます。

市民生活部長

木質バイオマ

ス発電の地元

説明会につい

て

東御市が企業を誘致する場合、どのような基準で

市民、地元への説明を行っているか

地元区への説明や近隣区長への情報提供等

とともに、マスコミ報道等で周知されている

他、法令に基づく各種申請、認可等に必要な手

続きが全て行われているため、市は説明会を開

かないということで、様々な場でお答えしてお

ります。安全性の担保については、環境をよく

する条例が市にあり、開発、特定事業について

は協定を結んでおります。事業者は条例等を遵

守し、公害、災害の発生防止、環境保全に万全

を期するとともに、万が一、公害等の発生の恐

れが生じた時は事業者の責任において、速やか

に必要な措置を講じるよう協定を結んでおり

ますので、協定に基づき事業を確認し、進捗状

況を見ることとしております。

市民生活部長



羽毛山工業団地に進出したい企業があれば

応募して欲しいと募集を行います。工業団地で

特にやる内容について問題がないか判断しま

すが、社会的に信用されている企業であり、

様々な規制に関して、法的な手続きが適正にと

られれば、市として必要な許可を与えるものと

考えております。

産業経済部長

工業団地の売却に対し、全市を対象とした説

明会を実施した例はありません。過去に工業団

地が立地している関係区に説明会を行い、了解

が得れず売却を断念したケースはありました。

今回は、国・県の許認可を得ている事業であ

り、市としての売却における手続きは全てとっ

ております。

市長

廃プラスチッ

クのごみ処理

について

廃プラスチックのごみ処理について、十分に取り

組んでほしい。

廃プラスチックは横ばいの状態で推移して

おります。今回、軽井沢で行われた G20でも
「長野宣言」が出たということで、取り組みを

継続していくとともに、動向を注視し対応して

いきたいと考えます。

市民生活部長



【滋野地区】 当日質問記録 ７月 12日（金）

１ 市政運営に対する質問

２ 平成 30年度進捗状況の回答に対する質問

意見・要望等 回答(内容) 回答者

市政運営につ

いて

湯の丸のプールの計画について、将来の財政状況

に不安がある。

湯の丸については一般の税金を使わずに建

設、運営をしていくよう進めております。
市長

市政運営につ

いて

プールに関して、後世に利用するものは、後世に

も負担して頂く必要があるとの発言があったが、プ

ールは壊せずに 10年間利用するとある。年間１億
2,000万円の維持費が 10年間かかる使えない施設
を子供達に残すことになるのではないか。基金から

取り崩し、支払うということにすれば借金になら

ず、壊すという判断ができるのではないか。

使えない施設ではなく、プールとして活用し

ていきます。また、償還分は寄附金で賄ってい

きます。

プール建設についてのお約束の中で、基金を

取り崩さず、全て寄附金で賄うということで進

めております。

市長

意見・要望等 回答(内容) 回答者

進捗状況５

「滋野児童館

移転 につ い

て」

前年度の懇談会では、児童館の建設経過について

は再度確認するとの回答だった。町の土地を有効活

用して建てたいと町側から要望があったと認識し

ているが、「当日回答のとおり」というのは、地元

要望で場所が決まったと確認したということか。

確認致しましたが回答させて頂いたとおり

です。改めて整理をさせて頂ければと思いま

す。

教育次長

まだ建設後 20年のため、移設は検討していない
とあるが、何年経ったら移設を検討するのか。

現在の利用状況、人数等は適正な状況にある

ため、現時点では検討の段階には至っておりま

せん。

教育次長

移設時には小学校近くに建設してほしい。



３ 令和元年度事前通告の回答に対する質問

意見・要望等 回答(内容) 回答者

事前 通告 ２

「少子高齢化

に伴う長期的

対策 につ い

て」

デマンド交通利用者が減っている理由を伺いた

い。

利用者の高齢化が進み、自分で乗り降りがで

きない方が増えたことと、高齢者になっても自

家用車に乗り続けている方が多いというのが

原因かと思われます。利用方法がよくわからな

いという声もありますので、高齢者の寄り合い

の場等で周知を図っていきたいと考えます。

産業経済部長

事前 通告 ２

「少子高齢化

に伴う長期的

対策 につ い

て」
無理をして車を運転している高齢者がいる。車椅

子の乗降りの手伝い等をして頂ければ、デマンド交

通の利用者が増えるのでは。

10月からの見直しを検討しておりますが、
一人で乗車が困難な場合に、介助者の乗車料金

を無料にする方向で検討しております。デマン

ド交通の利用自体が困難な高齢者の方への新

たな支援については、福祉の方でタクシー利用

の助成事業を検討しております。

産業経済部長

なお、近年の免許証の自主返納状況は、平成

24年 10件、平成 27年 31件、平成 28年 53
件、平成 29年 44件、平成 30年 61件となっ
ております。

市民生活部長

事前通告３及

び４「道路拡

幅について」 全面拡幅が難しい理由を伺いたい。

道路拡幅については、以前からお話を頂いて

おりますが、用地交渉の問題及び国の交付金事

業として実施していくにあたっての、交通量等

による優先順位的に難しくなっております。

都市整備部長



道路拡幅に向けた具体的な進め方を教えて頂き

たい。

事業の進め方については、地元関係区の役員

さんに推進委員になってもらい用地交渉をし

て頂き、協議が整い国へ申請をあげていく段階

になってから、設計、用地測量等を行っていく

こととなります。

事前 通告 ５

「グリーンベ

ルト につ い

て」

グリーンベルトは片側のみ引かれているが、引か

れている区間を通る場合、進行方向に向かって道路

の右側、左側のどちらを通るべきか？

グリーンベルトを通る場合は、右側、左側の

いずれを通って頂いても問題ありません。
都市整備部長

グリーンベルトは歩道という取り扱いか？

グリーンベルトは歩道ではなく、路肩であ

り、歩行者が歩いていることを認識してもらう

ための目印となります。

都市整備部長



４ 自由意見

意見・要望等 回答(内容) 回答者

ふるさと納税

の使い方につ

いて

昨年度の一般寄附金が 9,300万円とあるが、「市
長におまかせ」として寄附された分は、100％が湯
の丸の事業に充てられている。他の市町村では、18
歳未満の国保の均等割額の減免等、市民に目を向け

た使い方がたくさんある中、東御市では全て湯の丸

に充てられているのは、どのような判断に基づくも

のか伺いたい。

東御市のふるさと納税の用途項目は、湯の丸

高地トレーニング支援、子育て支援、産業構造

の充実、市長におまかせの４つに分けておりま

す。昨年の１億 7,000万円のうち 9,200万円が
市長にお任せと湯の丸で、残り約 8,000万円が
それ意外でした。市長のお任せ部分には市長の

判断するということでご理解頂きたいと考え

ます。

市長

プールの指定

管理の公募条

件について

指定管理会社の公募について、応募は３社あり３

年以上の経験があったのが 1社だけだった聞いて
いる。条件となった３年以上の経験とはどういった

ものか。

お問合せがあったのが３社で、実際に応募が

あったのが１社となります。平成 26年から指
定管理を受けるまでの５年間に、国内の 50m
プールの指定管理の実績があったかどうか、競

泳の合宿の受入れ実績があったのかを要件と

しております。その要件に当てはまった事業者

からお問い合わせを受けたと認識しておりま

す。

企画振興部長

空き家の所有

者情報につい

て 空き家対策について地権者を市の方へ問い合わせ

れば教えて頂けるか。

市の方で地権者を調べる事はできますが、第

三者にお伝えすることはできません。そのよう

な案件があった場合は、市で所有者を調べ、地

権者と連絡を取るといった対応をとりますの

で、まずは市の方へご相談ください。

都市整備部長


